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(57)【要約】
【課題】  生体情報データ測定機５による測定時刻を、
簡易な構成でかつ利用者の手を煩わすことなく適切に管
理する。
【解決手段】  生体情報データ測定機５に経過時間を測
定する計時手段７を設けて、生体情報とともにその測定
時の計時を第一の生体情報記憶手段８に記憶しておき、
その後それを生体情報を管理するサーバ４へ送信する際
に、送信動作時の計時手段７の出力とサーバ４に設けら
れた時計手段１２による送信動作時の時刻とから生体情
報測定時刻演算手段１３によって生体情報の測定時刻を
演算し、第二の生体情報記憶手段１１に測定データとと
もに記憶する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体情報を測定する生体情報測定手段
と、経過時間を測定する計時手段と、前記生体情報測定
手段により測定した生体情報を測定時の前記計時手段の
出力およびその生体情報の種類の識別情報とともに記憶
する第一の生体情報記憶手段と、外部に送信するデータ
を管理する送信データ管理手段とからなる生体情報デー
タ測定機と、時刻を測定する時計手段と、前記生体情報
測定機からの送信データと送信データ受信時における前
記時計手段の出力に基づいて送信データに含まれる生体
情報の測定時刻を演算する生体情報測定時刻演算手段
と、前記生体情報測定機から送信された生体情報を前記
生体情報測定時刻演算手段により演算された測定時刻と
その生体情報の種類の識別情報とともに記憶する第二の
生体情報記憶手段とからなるサーバと、前記生体情報デ
ータ測定機と前記サーバとの間で通信網を介して前記送
信データを通信するための通信手段とから構成される生
体情報データ管理装置。
【請求項２】  生体情報を測定する生体情報測定手段
と、経過時間を測定する計時手段と、前記生体情報測定
手段により測定した生体情報を測定時の前記計時手段の
出力およびその生体情報の種類の識別情報とともに記憶
する第一の生体情報記憶手段と、外部に送信するデータ
を管理する送信データ管理手段とからなる生体情報デー
タ測定機と、時計手段を有し、前記生体情報データ測定
機からの送信データとともに送信動作時の時刻を通信網
を介して通信する通信手段と、前記生体情報測定機から
の送信データと前記通信手段に設けられた時計手段の出
力に基づく送信時の時刻から生体情報の測定時刻を演算
する生体情報測定時刻演算手段と、前記生体情報測定機
から送信された生体情報を前記生体情報測定時刻演算手
段により演算された測定時刻とその生体情報の種類の識
別情報とともに記憶する第二の生体情報記憶手段からな
るサーバとから構成される生体情報データ管理装置。
【請求項３】  送信データ管理手段は、第一の生体情報
記憶手段に記憶されている生体情報とその生体情報の種
類の識別情報と測定時の計時手段の出力とともに送信動
作時の計時手段の出力を送信する構成とした請求項１ま
たは２記載の生体情報データ管理装置。
【請求項４】  送信データ管理手段は、第一の生体情報
記憶手段に記憶されている測定時の計時手段の出力と送
信動作時の計時手段の出力とから測定後の経過時間を演
算する測定後経過時間演算手段を有し、第一の生体情報
記憶手段に記憶されている生体情報とその生体情報の種
類の識別情報とともに前記測定後経過時間演算手段の出
力を送信する構成とした請求項１または２記載の生体情
報データ管理装置。
【請求項５】  生体情報測定手段は、身長、体重、体脂
肪率、血圧値、心拍数、心電図、尿糖値、血糖値、コレ
ステロール値、消費エネルギー値のうち少なくとも一つ
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の生体情報を測定する構成とした請求項１～４のいずれ
か１項記載の生体情報データ管理装置。
【請求項６】  請求項１～５のいずれか１項記載の生体
情報データ管理装置の全てもしくは一部をコンピュータ
に実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、生体情報データ測
定機の測定データをサーバで管理する生体情報データ管
理装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来のこの種の生体情報データ管理装置
としては、例えば特開２００１－２１８７４３公報に記
載されているものがあった。図７は前記公報に記載され
た従来の生体情報データ管理装置を示すものである。
【０００３】図７において、通信手段１、時計機能２及
びメモリ３を内蔵し、測定データを測定時刻とともに通
信手段１を介してサーバ４へ送信する機構を有する生体
情報データ測定機５、並びに、受信したデータを蓄積
し、蓄積されたデータに基づいて健康状態を判断し、通
信端末機１からの要求に応じて測定データ及び健康状態
に関する情報を送信するサーバ４から構成される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来
の構成は、複数の生体情報データ測定機５がそれぞれ時
計機能を有するため、あらかじめ全ての時計をきちんと
合わせておかなければ測定時刻のデータに狂いが生じる
という不都合がある。また、生体情報データ測定機５の
ように、その機器から時刻を知る必然性のないものの時
計を設定しなければならないことは利用者にとって非常
に煩わしい行為であり、それがために間違った時刻が設
定されている危険性がさらに高くなり、データの信憑性
が損なわれるという課題があった。
【０００５】本発明は、上記従来の課題を解決するもの
で、簡易な構成で利用者の手を煩わすことなく生体情報
データの測定時刻を適切に管理することのできる生体情
報データ管理装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
するため、生体情報データ測定機に経過時間を測定する
計時手段を設けて、生体情報とともにその測定時の計時
を記憶しておき、その後、それを生体情報を管理するサ
ーバへ送信する際に、送信動作時の計時手段の出力とサ
ーバに設けられた時計手段による送信動作時の時刻とか
ら生体情報の測定時刻を演算する生体情報測定時刻演算
手段を設けたものである。
【０００７】これによって、生体情報データ測定機にお
ける生体情報測定時の計時と送信動作時の計時とから、
送信動作時とその生体情報が測定された時間差がわか
り、さらに送信動作時の時刻がサーバの時計手段でわか
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るので、送信動作時の時刻から上記の時間差を差し引く
ことで生体情報の測定時刻が演算できる。
【０００８】
【発明の実施の形態】請求項１に記載の発明は、生体情
報を測定する生体情報測定手段、経過時間を測定する計
時手段、前記生体情報測定手段により測定した生体情報
を測定時の前記計時手段の出力およびその生体情報の種
類の識別情報とともに記憶する第一の生体情報記憶手
段、外部に送信するデータを管理する送信データ管理手
段からなる少なくとも一つの生体情報データ測定機と、
時刻を測定する時計手段、前記生体情報測定機からの送
信データと送信データ受信時における前記時計手段の出
力に基づいて送信データに含まれる生体情報の測定時刻
を演算する生体情報測定時刻演算手段、前記生体情報測
定機から送信された生体情報を前記生体情報測定時刻演
算手段により演算された測定時刻とその生体情報の種類
の識別情報とともに記憶する第二の生体情報記憶手段か
らなるサーバと、前記生体情報データ測定機と前記サー
バとの間で通信網を介して前記送信データを通信するた
めの通信手段とから構成することにより、生体情報デー
タ測定機における生体情報の測定時の計時とサーバへの
送信動作時の計時とから、送信動作時とその生体情報が
測定された時間差がわかり、さらに送信動作時の時刻が
サーバの時計手段でわかるので、生体情報測定時刻演算
手段によって送信動作時の時刻から上記の時間差を差し
引くことで生体情報データ測定機による測定時刻を演算
する。このように、生体情報データ測定機に時計手段を
設けず、計時手段を設けるという簡単な構成で、生体情
報データ測定機が複数個あっても、それぞれの時計を合
わせる必要がなく、測定されたデータの測定時刻が簡単
に、より正確に管理できる。
【０００９】請求項２に記載の発明は、生体情報を測定
する生体情報測定手段、経過時間を測定する計時手段、
前記生体情報測定手段により測定した生体情報を測定時
の前記計時手段の出力およびその生体情報の種類の識別
情報とともに記憶する第一の生体情報記憶手段、外部に
送信するデータを管理する送信データ管理手段からなる
少なくとも一つの生体情報データ測定機と、時計手段を
有し、前記生体情報データ測定機からの送信データとと
もに送信動作時の時刻を通信網を介して通信する通信手
段と、前記生体情報測定機からの送信データと前記通信
手段に設けられた時計手段の出力に基づく送信時の時刻
から生体情報の測定時刻を演算する生体情報測定時刻演
算手段、前記生体情報測定機から送信された生体情報を
前記生体情報測定時刻演算手段により演算された測定時
刻とその生体情報の種類の識別情報とともに記憶する第
二の生体情報記憶手段からなるサーバとから構成するこ
とにより、生体情報データ測定機における生体情報の測
定時の計時とサーバへの送信動作時の計時とから、送信
動作時とその生体情報が測定された時間差がわかり、さ
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らに送信動作時の時刻が通信手段の時計機能でわかるの
で、サーバの生体情報測定時刻演算手段によって送信動
作時の時刻から上記の時間差を差し引くことで生体情報
データ測定機による測定時刻を演算する。請求項１に記
載の発明と同様の効果が得られる。
【００１０】請求項３に記載の発明は、送信データ管理
手段は、第一の生体情報記憶手段に記憶されている生体
情報とその生体情報の種類の識別情報と測定時の計時手
段の出力とともに送信動作時の計時手段の出力を送信す
る構成とすることにより、サーバにてデータ測定時と送
信動作時との時間差を演算し、さらに送信動作時の時刻
を用いてデータ測定時刻を演算する。この場合は生体情
報データ測定機の構成を簡単にできるとともに、その処
理の負荷を最小にすることができる。
【００１１】請求項４に記載の発明は、送信データ管理
手段は、第一の生体情報記憶手段に記憶されている測定
時の計時手段の出力と送信動作時の計時手段の出力とか
ら測定後の経過時間を演算する測定後経過時間演算手段
を有し、第一の生体情報記憶手段に記憶されている生体
情報とその生体情報の種類の識別情報とともに前記測定
後経過時間演算手段の出力を送信する構成とすることに
より、生体情報データ測定機にてデータ測定時と送信動
作時との時間差を演算した結果をサーバに送信し、サー
バではその結果と送信動作時の時刻とからデータ測定時
刻を演算するので、サーバの負荷を減らすことができ
る。
【００１２】請求項５に記載の発明は、生体情報測定手
段は、身長、体重、体脂肪率、血圧値、心拍数、心電
図、尿糖値、血糖値、コレステロール値、消費エネルギ
ー値のうち少なくとも一つの生体情報を測定する構成と
することにより、多種の健康に関わるデータを扱うこと
ができるが、それぞれで測定されたデータの測定時刻を
一つの時計手段で管理するので、データ管理の精度を高
くできる。
【００１３】請求項６に記載の発明は、請求項１～５の
いずれか１項記載の生体情報データ管理装置の全てもし
くは一部をコンピュータに実行させるプログラムとする
ことにより、パソコンなどで容易に実現することがで
き、そのプログラムを記録した記録媒体を用いることで
ソフトウェアを各利用者の家庭でインストールする作業
も容易になる。
【００１４】
【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し
ながら説明する。
【００１５】（実施例１）図１は本発明の実施例１の構
成を示す図である。
【００１６】生体情報データ測定機としての体重計５
と、この体重計５内には生体情報測定手段としての重量
センサ６と、計時手段７と、重量センサ６の出力と計時
手段７の出力とを一組にして記憶する第一の生体情報記
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憶手段８と、第一の生体情報記憶手段８の記憶内容と計
時手段７の出力に基づいて体重計５に接続された通信手
段１への送信データを管理する送信データ管理手段９
と、サーバ４と、このサーバ４内に体重計５から通信手
段１と公衆回線網１０を介して送信されてきた生体情報
が記憶された第二の生体情報記憶手段１１と、時計手段
１２と、この時計手段１２の出力と体重計５からの送信
データに基づいて体重計５で測定された時刻を演算する
生体情報測定時刻演算手段１３が設けられている。
【００１７】通信手段１とサーバ４との接続については
一般的に採用されているデータ通信をおこなうための手
段を利用して実現するため、詳細な構成については省略
する。
【００１８】また、体重計５は通常の使用時には通信手
段１とは別設で、データを送信するときだけ通信手段１
に接続する構成としている。
【００１９】図２は第一の生体情報記憶手段８の内容を
示す図である。記憶されているデータは測定データと、
その測定データが測定されたときの計時手段７の計時デ
ータである。
【００２０】図３は第二の生体情報記憶手段１１の内容
を示す図である。記憶されているデータは複数の利用者
①１４、利用者②１５、利用者③１６別に、利用者の年
齢、性別、およびデータとしては、測定年月日時刻、識
別情報（ｉｄ）に対応した生体情報の種類とおよびその
測定データである。
【００２１】以上の構成において、その動作を図４のフ
ローチャートを用いて説明する。
【００２２】ステップ４１は体重計５で測定が開始され
たかどうか、ステップ４２はデータ送信のために体重計
５が通信手段１に接続されたかどうかを監視しているル
ープであり、ステップ４１で体重測定が開始されたこと
を判断すると、ステップ４３にて利用者の体重測定がな
される。重量センサ６で利用者の体重を測定し、ステッ
プ４４にてその時の計時手段７の出力とともに第一の生
体情報記憶手段８に記憶する。体重は測定の都度、第一
の生体情報記憶手段８に記憶され、その記憶内容は図２
に示した通りである。計時手段７の出力は累積秒数であ
り、測定データと一対にして記憶されている。
【００２３】ステップ４２で体重計５が通信手段１に接
続されたことを判断すると、通信手段１は体重計５を公
衆回線網１０を介してサーバ４に接続した後、送信デー
タ管理手段９はステップ４５にて生体情報の種類を示す
ｉｄ（＝１）と第一の生体情報記憶手段８の内容と送信
時、すなわちその時点の計時手段７の出力とをサーバ４
に送信する。ステップ４６にてサーバ４はデータを受信
するが、そのときの時計手段１２の出力と体重計５から
送信されてきた体重測定時の計時手段７の出力および送
信時の計時手段７の出力とに基づき、生体情報測定時刻
演算手段１３が送信されてきたすべての体重測定時刻を
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演算する。
【００２４】生体情報測定時刻演算手段１３における測
定時刻演算の方法は、まず、送信時の計時手段７の出力
から体重測定時の計時手段７の出力を減じることによ
り、体重測定時から送信時すなわち現在までの経過時間
を知る。次に送信時の時刻とサーバ４の時計手段１２の
出力を同時とみなし、この時計手段１２の時刻出力を用
いて体重測定時から送信時までの経過時間を遡ることに
より、体重の測定時刻を知ることができる。複数個の体
重データがある場合はこの演算を個々に繰り返す。具体
例で説明すると、図２において第一の生体情報記憶手段
８には３個の測定データが記憶されているが、送信時の
計時手段７の出力を２１７８５４秒とすると、測定時か
らの経過時間はこれから計時データを減じて、それぞれ
９１５０２秒、１６５９６秒、１６０６秒となる。時計
手段１２の出力が２００１年１２月２６日２２時５５分
２２秒であったとすると、これらの経過時間をこの時刻
から遡れば、それぞれ２００１年１２月２５日２１時３
０分２０秒、２００１年１２月２６日１８時１８分４６
秒、２００１年１２月２６日２２時２８分３６秒とな
る。
【００２５】そして、最後にステップ４７で利用者毎に
測定時刻と生体情報の種類と測定データとを図３に示す
ように第二の生体情報記憶手段１１に記憶し、最初の監
視ループに戻る。なお、測定時刻は分単位としたのは、
送信時を現在時刻とみなしたが、実際には多少のずれが
生じることと、生体情報の測定時刻に秒単位の精度は実
用上不要であることによる。
【００２６】このように、本実施例では体重計５には時
計機能を持たず、経過時間だけ測定できる計時手段を設
けて、体重測定時と送信時の計時出力をサーバ４に送信
し、サーバ４ではそのデータを受信するときの時計手段
１２による時刻を体重計５から送信されてくる送信時の
計時出力と同時刻とみなして生体情報測定時刻演算手段
１３により、体重が測定された時刻を演算するので、簡
単な構成で精度よく測定時刻を知ることができる。利用
者にとっては体重計５の時刻を合わせる必要がなく、た
いへん利便性が高い。さらに、時計を合わせなくてもよ
いということは、間違った時刻を設定する不都合も皆無
でありデータの信憑性が高い。
【００２７】本実施例では、体重計５の場合のみ説明し
たが、体重計５の他に血圧計や体脂肪計など複数の生体
情報データ測定機がある場合でも動作は同様である。そ
して、この場合、それぞれの生体情報データ測定機で測
定した時刻を演算するための基準とする時刻はサーバ４
の時計手段１２によるものであるため、上記したような
精度よく時刻を知ることのできる効果と利便性がより大
きな効果を発揮する。
【００２８】なお、本実施例では、サーバ４と通信手段
１との接続には公衆回線網１０を用いたが、インターネ
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ット等他の通信網を用いてもよい。
【００２９】また、通信手段１と体重計５が別設の構成
としたが、一体の構成でもよい。
【００３０】（実施例２）次に本発明の実施例２につい
て説明する。実施例１と異なる点は、図５に示すよう
に、通信手段１内に時計手段１２を設けたことと、送信
データ管理手段９に測定後経過時間演算手段１７を設け
たことである。
【００３１】その動作を図６のフローチャートを用いて
説明する。
【００３２】ステップ６１からステップ６４までは実施
例１の動作と同様である。
【００３３】ステップ６２で体重計５が通信手段１に接
続されたことを判断すると、通信手段１は公衆回線網１
０を介してサーバ４に接続する一方、ステップ６５にて
体重計５は、測定後経過時間演算手段１８を用いて、現
時点の計時手段７の出力から体重測定時の計時手段７の
出力を減じることにより、それぞれの体重測定時から現
在までの経過時間を演算する。そしてステップ６６で、
送信データ管理手段９は生体情報の種類を示すｉｄ（＝
１）と第一の生体情報記憶手段８に記憶された体重デー
タと上記で演算したこれらに対応する測定時から現在ま
での経過時間とをサーバ４に送信する。これと同時に通
信手段１に設けられた時計手段１２の時刻出力をサーバ
４が取得する。次にステップ６７で、サーバ４の生体情
報測定時刻演算手段１３が、送信されてきた通信手段１
の時刻と体重測定時からの経過時間とに基づいて、体重
測定時刻を演算する。最後にステップ６８で実施例１と
同様に、利用者毎に測定時刻と生体情報の種類と測定デ
ータとを図３に示すように第二の生体情報記憶手段１１
に記憶し、最初の監視ループに戻る。
【００３４】本実施例においても、実施例１と同様の効
果が得られる他、利用者側にある通信手段１の時計手段
１２の時刻出力を用いることの利点として、利用者が時
差のあるところに居る場合など、現地時刻でデータを管
理する方が好都合な場合があり、サーバ４での管理が煩
雑になるのを軽減する効果がある。たとえば通信手段１*

8
*として用いられる携帯電話やパソコンなどの機器は一般
に時計機能を有しているとともに、利用者にとってその
時計の時刻を合わせることも比較的必然性を持つため、
不便を強いるということはあまり生じない。
【００３５】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、個々の
生体情報データ測定機に時計手段を設けないという簡易
な構成で、かつそれゆえに間違った時刻を設定する不都
合も皆無であり測定時刻をほぽ正確に管理することがで
きるとともに、データの信憑性が高いという効果と、利
用者にとっては複数個の生体情報データ測定機の時計を
合わせる必要がないというように、実用上きわめて大き
な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１における生体情報データ管理
装置の構成図
【図２】同第一の生体情報記憶手段の記憶内容を示した
図
【図３】同第二の生体情報記憶手段の記憶内容を示した
図
【図４】同実施例１の動作のフローチャート
【図５】本発明の実施例２における生体情報データ管理
装置の構成図
【図６】同実施例２の動作のフローチャート
【図７】従来の生体情報データ管理装置の構成図
【符号の説明】
１  通信手段
４  サーバ
５  生体情報データ測定機としての体重計
６  生体情報測定手段としての重量センサ
７  計時手段
８  第一の生体情報記憶手段
９  送信データ管理手段
１１  第二の生体情報記憶手段
１２  時計手段
１３  生体情報測定時刻演算手段
１７  測定後経過時間演算手段

【図２】 【図７】
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